
 

 
 

 
 

  
  

  

  

ホスピス・緩和ケアフォーラム 
 

 ６月５日(土)１３時からあわぎんホールで『先端医療から緩和ケアまで』と題するフォーラムが行

われます。作家の柳田邦男、東京大学・京都大学・徳島大学の元総長・学長等の豪華メンバーが顔を

揃えます。参加ご希望の方は、事前申し込みが必要なので、同封の用紙をご利用下さい。

主催は徳島市内で持宝寺と天光寺の住職をしておられる高松民雄（哲雄）さんであり、  

終末期医療における緩和ケアの啓発活動を熱心に行っておられる尊敬すべき宗教家です。 
 
                                         （竹内） 

                

 

今回は一般的な法人税調査の流れを確認してみましょう。 
 
調査初日の午前中、調査官は社長や経理担当者に対し、会社の概況や取引の流れ等について質問します。そ

の後、総勘定元帳を中心に帳簿類を見ていきます。 
 

最初はまず、最終事業年度の期末及び翌期首の売上及び仕入を検討します。いわゆる「期ズレ」、例えば、当

期の売上を翌期首に繰り延べていないか、又は翌期の仕入を当期に繰り上げていないか等を調べます。卸売業

などは在庫量が多いので、売上、仕入の流れを追いながら仕入在庫を重点的に調べます。これは期末になって

慌てて利益調整をする事例が多いからです。売上及び仕入については、納品書（控）、請求書(控)、領収書（控）

と売上帳（売掛帳）及び仕入帳（買掛帳）とを突き合わせます。また、収集済みの「資料せん」とも突き合わ

せます。 
 
売上関係のチェックが終われば、給料、外注費等について調べます。 
最近の調査では、特に外注費は重点的に調査するようです。請求書及び領収書等をチェックして、架空のも

のはないか、また実態が給与のものはないかといった所を調査します。さらに、支払額を書き写し、相手先の

申告状況もチェックします。 
 
給料については、給与台帳、源泉徴収簿、タイムカード等を調べて、架空や水増し人件費がないかを調べま

す。特に、社会保険に入っていない人、毎月同額の人など、他の従業員と異なる条件の人については、より注

意深くチェックします。 
 
それから、交際費、福利厚生費、旅費交通費、会議費等に家事関連費（会社の費用ではない個人的支出）が

混じっていないかも、請求書や領収書から調べます。 
 

また、事前調査でピックアップした事項や重要資料せん（特に不正な取引が想定される資料せん）についても

関係書類を提出させ、説明を求めます。最近では、建設重機の売却や金属くずの売却収入の計上漏れなどが、

重点的にチェックされているようです。                           （大寺） 
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                             ２

１ 特別農業所得者の承認申請 
  申請期限･･･５月17日 
２ 個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の

通知 
（１） 特別徴収義務者経由、納税義務者への通

知 
（２） 通知期限･･･５月31日 

３ 自動車税の納付 
（１） 賦課期間･･･４月１日 
（２） 納期限･･･５月中において都道府県の条

例で定める日 
４ 鉱区税の納付 

（１） 賦課期日･･･４月１日 
（２） 納期限･･･５月中において都道府県の条

例で定める日 
５ ４月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 
  納期限･･･５月10日 
６ ３月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方

消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民
税＞   申告期限･･･５月31日 

７ ３月、６月、９月、12月決算法人・個人事業者の
３月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地
方消費税＞ 

  申告期限･･･５月31日 
８ 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確

定申告＜消費税・.地方消費税＞ 
  申告期限･･･５月31日 
９ ９月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方

消費税・法人事業税・法人住民税＞･･･半期分 
10 消費税の年税額が400万円超の６月、９月、12月

決算法人・個人事業者の３月ごとの中間申告＜消
費税・地方消費税＞  申告期限･･･５月31日 

11 消費税の年税額が4,800万円超の２月、３月決算
法人を除く法人・個人事業者の３月ごとの中間申
告（１月決算法人は２ヵ月分、個人事業者は３ヵ
月分）＜消費税・地方消費税＞ 

  申告期限･･･５月31日 
12 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 
  納期限･･･５月31日 

 

育児休業基本給付金 

育児休業給付金支給対象期間中の 

休業日数に対して 

給付率 休業開始時賃金月額の３０％  
 

育児休業職場復帰給付金 

育児休業終了後６か月以上被保険者として 

雇用された場合、上記休業日数に対して 

給付率 休業開始時賃金月額の２０％ 

平成２２年４月１日以降に育児休業を 

開始された方が対象となります。 
 

育児休業給付金（統合されて給付） 

育児休業給付金支給対象期間中の 

休業日数に対して 

給付率 休業開始時賃金月額の５０％ 

母（父）だけでなく父（母）も育児休業を 

取得する場合、育児休業取得可能期間は 

子が１歳２か月に達するまでに 

延長されます。 

父が育児休業を取得した場合、 

特別な事情がない限り、         

育児休業の再度取得は不可能。    

出産後８週間以内の期間内に父親が 

育児休業を取得した場合、 

特別な事情がなくても、 

子が１歳２か月に達するまでの間に 

再度取得が可能。 

 

パパ・ママ育休プラス制度 

父母ともに、育児休業取得可能期間は 

子が１歳に達するまでの１年間。 

 

５ 月 の 税 務 



 

 

 

 

 

10日 一括有期事業開始届＜概算保険料 160 万円
 未満：請負金額19,000万円未満 

の工事＞（労働基準監督署） 
31日 健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行）
 健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付
 （使用）状況報告書提出（社会保険事務所ま
 たは健康保険組合、公共職業安定所） 

 
 支給事由を同一にする被用者年金の受給権
 を有する基礎年金受給権者（誕生月を迎える

 者）現況届 
 旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月
 を迎える者）現況届 
 旧国民年金（障害・母子・準母子・遺児・寡
 婦）受給権者現況届 
 労災年金受給権者（１月～６月誕生月の者）
 定期報告（労働基準監督署） 

 
  ※ 児童福祉週間（５日～11日）

 

《《資資産産税税係係》》  
  

おじいちゃん、おばあちゃん、 

授業料よろしくお願いします！ 
 

相続税法21条の３第１項第２号では、扶養義務者相互

間での生活費又は教育費に充てるためにした贈与は、

通常必要と認められる金額である限り、贈与税を課税し

ないこととされております。この場合の「扶養義務者」とは、

「配偶者ならびに民法 877 条の規定による直系血族およ

び兄弟姉妹…をいう」ものとされています（相続税法基本

通達１の２－１）。教育費とは、学資、教材費、文具等をい

い、義務教育費に限らないとされています（同 21 の３－

４）。つまり、祖父母に大学の授業料や新生活準備費用

などを出してもらった場合も贈与税は非課税です。 
ただし、生活費や教育費の名義で取得した財産を預

貯金した場合などには、贈与として扱われる（同 21 の３

－５）ので注意が必要です。          （坂田） 
 
 
 

《《建建設設係係》》  
  

建設労働者緊急雇用確保助成金の創設！！ 
 

 厚生労働省より、既存の建設教育訓練助成金等の活

用に加えて、この度、『建設業新分野教育訓練助成金』と

『建設業離職者雇用開発助成金』の２種類で構成された

建設労働者緊急雇用確保助成金の創設が平成 22 年 2
月 8 日に発表されました。 
建設業新分野教育訓練助成金とは・・・ 

建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事

業に従事するために必要な教育訓練実施経費の３分の２

を助成（1 日当たり２０万円、６０日間を限度）。また、教育

訓練期間中に支払った賃金について、一人当たり７千円

を上限かつ６０日間を限度に支給されます。 
建設業離職者雇用開発助成金とは・・・ 

建設業以外の事業主が４５歳以上６０歳未満の建設業

離職者を公共職業安定所等から紹介され、継続雇用者と

して受け入れた場合、雇入れ一人につき中小企業に９０

万円、大企業に５０万円を雇入れから６ヵ月経過後及び１

年経過後に半額ずつ支給されます。 
詳細については、当事務所社会保険部門までお尋ね下

さい。                        （待田）  
                                

《《会会計計制制度度》》  
  

会計と税務の相違点（会計上の見積もり）４ 
 

前回、「来期サイコロを振って、偶数の目が出たら 200
万円を支払う(奇数ならゼロ)」ケースでは、使用されるサ

イコロに細工がされていないこと、及び公正な環境（人及

び場所）でサイコロが振られることが担保されて初めて、

正確な会計上の見積もりが可能となると申し上げました。

では、現実にはどの程度の情報が制度的に担保されて

いるのでしょうか？ 
一般的に、会計上の見積もりと実際の数字が一致する

ことは（ほとんど）ありません。誤差の範囲内ならともかく、

経済全体を揺るがすような差異が発生することすらありま

す（例：サブプライム問題）。しかし、差異が大きいからと

いって、見積もりを行った会社やチェックする立場の監査

法人等が直ちに罰せられるわけではありません。あくま

でも見積もりを行った時点で、他の専門家でも行うであろ

う水準の合理性さえ確保されていれば、当該見積もりは

適正なそれとして認められてしまいます。使用されたサイ

コロに細工がされていたとしても、通常の専門家では気

付けないレベルのそれだったとすれば（細工した本人に

対してはともかく）見積もりを行った側に対してはあきらめ

るしかない。ここが制度上の限界なのかもしれません。 
                      （渡邊） 

  
  

《《医医療療係係》》  
  

明細書発行義務化 
 

最近、病医院や調剤薬局で『「個別診療報酬の算定

項目の分かる明細書」の発行について』という張り紙等

を目にしたことはないでしょうか？平成２２年度診療報酬

改定において一部医療機関を除いて４月１日より領収証

の他に診療内容及び投薬・検査内容が分かる書類【診療

（調剤）報酬明細書（レセプト）並み】の明細書の発行が義

務付けられました。自分の受けた治療内容が分かるとの

事なのですが、診療報酬明細書並みなのでわかりにくい

部分も多いです・・・。 
 
※診療（調剤）報酬明細書・・・患者が受けた 

診療について、医療機関が保険者（市町村や 
健康保険組合等）に請求する医療費の明細書 

（田中） 

５月の社会保険労務 



当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期

していますがその内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場

合についても、一切責任を負いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

 

 
 
 

☆役職員紹介 第４弾☆ 
さくら事務所の個性豊か！？な職員、少しは知っていただけたのではないでしょうか？？ 

後、残り数名･･･です。 

どうぞ、最後までお付き合いください。  
 

  （平野） 
                                                              

総務部・総務課 課長補佐 近藤 恵美  

総務課に席を置き、早 10 年を迎えようとしていま

す。出身は和歌山県で、はるばる海を越え、数年前に

徳島へ嫁いできました。慣れない言葉？に戸惑いなが

らも、3 人の母として強く生きてきました。高校時代

は「山岳部」大学時代は「合気道部」と、体力だけは

養ってきたのが役立ったという事でしょうか･･･。しか

し、ほんの数年前、政代先生に肩を叩かれ｢今月から○

○保険ね｣と囁かれてからは、健康を気遣う様にもなっ

たのですよ（＾＾）。あまり話すと年齢がバレるので、

この辺で。               （近藤）                
税務部 第１課 課長補佐 後藤 哲也  

後藤哲也です。私の誕生日は「こんぶの日」です。 
ちょっとだけ自慢します。中学生の時はバレーボー

ル部でピンチサーバー。高校生の時はバスケットボー

ル部でベンチで応援団長。そんな縁の下の力持ち役と

して活躍した私も、今はお客様の縁の下の力持ちの一

人として支えたいと思っています。仕事に関わらず、

何でも相談してもらえるような存在になりたいです。

頼りないかもしれませんが、困ったことがあったら話

を聞くだけになるかもしれませんが、是非相談して 
みてください。            （後藤）               
税務部 第２課 大竹 良枝 

今回は、私（課長）の右腕である大竹さんをご紹介し

ます。こちらに余裕があることを確認した上で「手伝

いましょうか」と申し出る課員もいる中、忙しい時に、

適切な仕事を自発的に手伝ってくれる彼女は、私にと

って天使のような存在です。  そんな天使も運転だ

けは苦手なようで、同乗経験がある職員は皆「他人の

悪口は言いたくない」と口をそろえます。万が一彼女

が運転を申し出た時はこの記事を思い出して頂き、慎

重かつ賢明なご判断をお願いいたします。  （井上） 

税務部 第３課 瀬尾 百合 

今回紹介する瀬尾さんは入社１年半ですが、若くは

ありません。さくら通信の編集部の一員で、通常業務

と原稿の締め切りに追われています(^_ ;̂)。皆さんに

解りやすく読んで頂けるように毎月季節に応じたデザ

インや企画を考えています。 
休日は、自転車で子供達と図書館や公園によく出か

けます（お金がかからないから） 
さくら通信では今、職員紹介をしていますが、何か

御意見御要望があれば、今後の参考にさせて頂きます

ので是非ともお聞かせください。   (課員一同) 

税務部 第４課 正木 由起子 

－ 私の休日 － 
６年生、５年生（双子）の３人娘を抱え、毎日奮闘

し、休む間もありません！！といいたいところですが

…休日にはランニングやソフトテニス、昼寝と、比較

的自由に過ごしているような気が…最近では簡単な家

事をこなせるようになった娘達と、完璧に家事をこな

せる夫との中で、存在価値が薄くなりつつあります。

これはマズイと思い、先日の日曜日に「ちょっと豪華

な朝食を」と朝起きたら、夫と娘が既にご飯を食べて

いました…（涙）             （正木）              

税務部 第５課 佐木山 茜 

 
さ くら事務所で最年少 
き き間違いが得意です（笑） 
や ングの力を武器にして 
ま っこう勝負で今日も行く！！ 
あ かるく元気で、やる気あり☆ 
か わいく、いじられキャラである 
ね るのが大好き 佐木山です(^_^)v 
            （課員一同） 

社会保険部門 岩佐 綾 

社会保険部門の新人女性、入社８か月目で日々奮闘しておりますo(＞0＜)o 
最近は夕食時にビールを飲まずにはいられなかったり、課の中では「黙っていれば 綺麗なのに・・・ 
(－ε－)」と言われるような、見た目の上品さとは正反対の行動・内面を覗かせ、課員から“より一層愛されてい

る”今日この頃です。好きな食べ物は茄子の漬物と塩系のお菓子で、塩分の過剰摂取注意状態です(∋д∈) 

（課員一同） 

                      さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会                   

〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   ：kimutake@js4.so-net.ne.jp    

TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

近日、ホホホーーームムムペペペーーージジジリリリニニニュュューーーアアアルルル   
 乞う ご期待！！ 

― ぜひ、ご覧ください。― 


